
酒匂川水系水源監視モニター制度

酒匂川は、県民の皆様の飲み水となる大切な川です。しかし、油の流出や異

臭味等により取水に支障となるおそれのある水源水質事故が年間に数回発生す

る状況となっています。

企業団では、酒匂川流域の水質異常の情報を可能な限り迅速に入手し、万全

な取水を行うため、平成９年度から酒匂川流域に居住する皆様より酒匂川やそ

の支川、用水路等の水質異常に関する情報を提供していただく「水源監視モニ

ター制度」を実施しています。

 酒匂川水系水源監視モニター制度の概要

活 動 内 容 （１） 河川、用水路等の巡視、水質異常があった場合の通報

（２） モニター会議（３回／２年）

（３） 施設見学会（１回／２年）

活 動 地 域 小田原市（飯泉取水ぜきより上流）、南足柄市、大井町、松田町、

山北町及び開成町の酒匂川流域

任      期 ２年間

 第１５期酒匂川水系水源監視モニター（令和７年度から令和８年度）

第１５期委嘱式及び第１回会議を令和７年４月２８日に飯泉取水管理事務

所 大会議室にて開催し、令和７年４月２８日付けで１５名の方を委嘱し、

活動していただいております。

 第１５期（令和７年度）モニターの活動状況

活 動 年 月 日 活  動  内  容

令和７年  ４月２８日（月）
第１５期モニター委嘱式及び第１回モニター会議

企業団施設概要及び活動内容の説明

酒匂川水系水源監視モニター制度に関するお問い合わせ先

〒250-0863 小田原市飯泉８８４番地

神奈川県内広域水道企業団 飯泉取水管理事務所

電話 ０４６５－４８－１１０２（代表）


